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１．計画策定について  

（１）計画策定の趣旨と目的  

「第 5次三郷市総合計画」は将来都市像を描き、まちづくりの方針を明確にする令和 1

２年（２０３０年）までの羅針盤となるものです。また、市民と行政の参加と協働によるまち

づくりを進めるため、地域の独自性と特性を活かし、今後の新たな時代環境に柔軟に対

応することを目的として策定するものです。 

（２）計画の役割と策定の視点  

① 計画の役割 

この総合計画は、本市の総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位計画で

す。 

本計画の位置づけとしては、三郷市自治基本条例の第 16 条に「市長は、議会の議決

を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本計画及び実施

計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。」

と位置づけられています。 

 

② 計画策定の視点 

ア）市民・職員の参加 

イ）実現性・実効性の確保 

ウ）進行管理と評価システムの構築 

エ）他の計画との関連性の確保 

 

（３）計画の期間と構成  

① 期間 

令和 3年度（2021年度）から令和 12年度（2030年度）の１０年間 

 

② 構成 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基本構想 

実施計画 

基本計画 

まちづくりの理念や本市の都市将来像を明らかにし、それを実現するための基本的

な施策の大綱を示すものです。 

基本構想に掲げる施策の大綱に基づき、根幹となる施策を具体的に示すものです。 

基本計画に示された、施策の具体的な実施内容を明らかにするもので、予算編成

や定員管理等の指針になるものです 

10年間 

3年間 
（１年ローリング） 

５年間 

第５次三郷市総合計画策定にあたって（概要） 

【資料１－２】 
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２．三郷市の状況  

（１）人口と世帯  
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人員（人））（人・世帯） 世帯数（世帯） 総数（人） １世帯当たり人員（人）

18,869 17,483 17,460 17,652 18,312

96,898 92,835 90,066 85,962 85,891
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■年齢３区分別の推移（三郷市「年齢別人口(各年４月１日人口)」） ■出生数・死亡数の推移（：厚生労働省「人口動態統計」、 

各年 1月 1日～12月 31日の累計） 

■人口の推移（みさと統計書/ S61年から住民基本台帳人口＋外国人登録人口） 
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（２）財政 
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男性

（人）

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
三郷市 1.07 1.1 1.17 1.17 1.21 1.18 1.17 1.29 1.22 1.26 1.30 1.39 1.50 1.39 1.37
埼玉県 1.21 1.2 1.22 1.24 1.26 1.28 1.28 1.32 1.28 1.29 1.33 1.31 1.39 1.37 1.36
全国 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43

■年齢別転入者数、転出者数との差（平成 30年） 

（住民基本台帳移動報告（平成 30年１月１日～12月 31日の累計）） 

■合計特殊出生率の推移 

（三郷市は「埼玉県 合計特殊出生率の年次推移（保健所・市区町村別）」、 

埼玉県及び全国は「厚生労働省 人口動態統計」、それぞれ各年データ） 

■当初予算額推移 

 

■市税（一般会計決算歳入） 

 



  

4 

 

３．時代潮流  

 

 

 

 

 

 

 

４．市民意向  

（１）調査概要  

調査地域 三郷市全域 

調査対象 三郷市在住の満18歳以上の男女2,000名 

対象者抽出方法 住民基本台帳により無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収方式（インターネットからの回答も可能） 

調査期間 平成30年７月２日（月）～７月20日（金） 

有効回収数 944（郵送 876、インターネット 68） 

有効回収率 47.2％ 

（２）調査結果のまとめ（主な項目） 

① 定住意向  

 

 

 

 

② 本市のイメージの変化  

 

③ 本市の特徴  

 

 

④ 本市において力を入れるべき分野  

 

 

市民意識調査では、「ずっと住みつづけたい」が 36.0％、「当分の間は住みつづけたい」が

39.1%と＜住みたい＞（「ずっと住み続けたい」と「当分の間は住み続けたい」の合計）が

75.1％となっています。特に「ずっと住み続けたい」と回答した人の割合は平成 20 年度と比較

すると、8.5ポイント増加しています。 

ここ数年の市のイメージ変化については、「どちらかといえばよくなった」が 37.6%と最も多く、

「よくなった」と合わせた＜よくなった＞は 66.0%となっています。 

（１）人口減少・少子高齢社会の進行 

（２）子育て環境の変化と健全な育児・子育てに対する関心の高まり 

（３）持続的な開発目標（SDGｓ）の実現に向けた取組み 

（４）安心・安全確保のための取組み 

（５）「生きる力」を育むことの取組み 

（６）情報通信技術の進展 

（７）地域における多様な共生の実現 

（８）将来を見据えた行財政基盤づくり 

三郷のまちの特徴については、「魅力を感じる」「どちらかといえば魅力を感じる」を合わせた＜

魅力を感じる＞では、『高速道路を利用した交通の利便性』が 78.1%と最も多くなっています。 

力を入れるべき施策については、「医療体制の充実」が最も多く、その割合も 12.1 ポイント高く

なっています。この他、「高齢者・障がい者福祉の推進」、「子育て支援対策の充実」、「消防・防

災・防犯体制の充実・強化」などの関心が高いことが調査結果から伺われます。 


